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 定款一部変更に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 29 年５月 22 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年６月 28 日開催

予定の第 15 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会及び取締役会の招集権者並びに議長

を社長から代表取締役へ変更するとともに、平成 17 年に執行役員制度を導入して以来、取締役及び執行

役員のなかから各部門の業務執行を統括する者を定めており、今般、グローバル競争力を強化するため

業務執行体制の機動性の向上を図るとともに、業務執行体制の明確化を図るため、当社定款の定めを変

更するものであります。 

また、当社の監査役は現在４名でありますが、仮に、３名未満となった場合に備え、補欠監査役に関

して現行定款第 35 条に第２項を新設するものであります。なお、第 25 条を新設したことにより、現行

定款第 25 条以下の条数を各１条ずつ繰り下げるものとします。 

２．変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線部分は、変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（招集権者および議長） 

第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役会の決議によって、社長が招集する。

社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会に

おいて定めた順序により、他の取締役が招集す

る。 

２ 株主総会においては、社長が議長となる。社長

に事故があるときは、あらかじめ取締役会におい

て定めた順序により、他の取締役が議長となる。

 

（招集権者および議長） 

第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役会の決議によって、代表取締役が招集

する。代表取締役が複数の場合又は代表取締役に

事故があるときは、あらかじめ取締役会において

定めた順序により、他の取締役が招集する。 

２ 株主総会においては、代表取締役が議長となる。

代表取締役が複数の場合又は代表取締役に事故が

あるときは、あらかじめ取締役会において定めた

順序により、他の取締役が議長となる。 



現 行 定 款 変 更 案 

（代表取締役および役付取締役） 

第 24 条 （条文省略） 

３ 取締役会は、その決議により、取締役の中から

必要に応じて取締役会長、および取締役副会長、

取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常

務取締役各若干名を定めることができる。 

 

 

新設 

 

 

 

 

（取締役会の招集権者および議長） 

第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、社長が招集し、議長となる。 

 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会

において定めた順序により、他の取締役が招集

し、議長となる。 

 

 

第 26 条～第 34 条 （条文省略） 

 

（監査役の任期） 

第 35 条 （条文省略） 

新設 

 

 

 

２ 補欠により選任された監査役の任期は、退任し

た監査役の任期の満了する時までとする。 

 

第 36 条～第 51 条 （条文省略） 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第 24 条 （現行どおり） 

３ 取締役会は、その決議により、取締役の中から

必要に応じて取締役会長、取締役副会長、最高経

営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）、最高財

務責任者（ＣＦＯ）および最高情報責任者（ＣＩ

Ｏ）等を定めることができる。 

 

（執行役員および役付執行役員） 

第 25 条 取締役会は、その決議により、社長執行役員、

副社長執行役員、専務執行役員および常務執行役

員各若干名を定めることができる。 

 

（取締役会の招集権者および議長） 

第 26 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、代表取締役が招集し、議長となる。 

 代表取締役が複数の場合又は代表取締役に事

故があるときは、あらかじめ取締役会において定

めた順序により、他の取締役が招集し、議長とな

る。 

 

第 27 条～第 35 条 （現行どおり） 

 

（監査役の任期） 

第 36 条 （現行どおり） 

２ 当会社は、会社法第 329 条第３項の規定に基づ

き、法令に定める監査役の員数を欠くことになる

場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任

することができる。 

３ 補欠により選任された監査役の任期は、退任し

た監査役の任期の満了する時までとする。 

 

第 37 条～第 52 条 （現行どおり） 

 

 

３．日程 

（１）定款一部変更のための株主総会開催予定日    平成 29 年 6 月 28 日（水） 

（２）定款一部変更の効力発生予定日         平成 29 年 6 月 28 日（水） 

 

以 上 


